
大 阪 府 条 例 第 百 四 十 八 号  

大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準  

を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 （ 平 成 二 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 百 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 十 一 月 二 十 五 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 診 療 の 方 針 ）  

第 十 八 条  （ 略 ）  

一 ― 五 （ 略 ）  

六  旧 令 第 十 六 条 第 六 号 に 規 定 す る 別 に 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 医 薬 品 以 外 の 医 薬 品 を 入

院 患 者 に 施 用 し 、 又 は 処 方 し て は な ら な い こ

と 。 た だ し 、 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有

効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 第 二 条 第 十 七 項

に 規 定 す る 治 験 に 係 る 診 療 に お い て 、 当 該 治

験 の 対 象 と さ れ る 薬 物 を 使 用 す る 場 合 に お

い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

七 （ 略 ）  
 

（ 看 護 及 び 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護 ）  

第 四 十 七 条 （ 略 ）  

２ ― ６ （ 略 ）  

７ ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 入 院

患 者 に 対 し 、 当 該 入 院 患 者 の 負 担 に よ り 、 当 該

ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者

以 外 の 者 に よ る 看 護 及 び 介 護 を 受 け さ せ て は

な ら な い 。  
 

（ 食 事 ）  

第 四 十 八 条  ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施

設 は 、 栄 養 並 び に 入 院 患 者 の 心 身 の 状 況 及 び 嗜

好 を 考 慮 し た 食 事 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。 

２ ― ４ （ 略 ）  

（ 診 療 の 方 針 ）  

第 十 八 条  （ 略 ）  

一 ― 五 （ 略 ）  

六  旧 令 第 十 六 条 第 六 号 に 規 定 す る 別 に 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 医 薬 品 以 外 の 医 薬 品 を 入

院 患 者 に 施 用 し 、 又 は 処 方 し て は な ら な い こ

と 。 た だ し 、 薬 事 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百

四 十 五 号 ） 第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 治 験 に

係 る 診 療 に お い て 、 当 該 治 験 の 対 象 と さ れ る

薬 物 を 使 用 す る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で

な い 。  
 

七 （ 略 ）  
 

（ 看 護 及 び 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護 ）  

第 四 十 七 条 （ 略 ）  

２ ― ６ （ 略 ）  

７ ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 型 医 療 施 設 は 、 入 院 患

者 に 対 し 、 当 該 入 院 患 者 の 負 担 に よ り 、 当 該 ユ

ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者 以

外 の 者 に よ る 看 護 及 び 介 護 を 受 け さ せ て は な

ら な い 。  
 

（ 食 事 ）  

第 四 十 八 条  ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施

設 は 、 栄 養 並 び に 入 院 患 者 の 心 身 の 状 況 及 び 嗜

好 を 考 慮 し た 食 事 を 提 供 し な け れ ば な ら な い  

２ ― ４ （ 略 ）  
  


